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大熊町役場
　大熊町大川原字南平 1717
☎０２４０-２３-７５６８（総務課）

会津若松出張所
　会津若松市インター西 111
☎０２４２- ２３- ４１２１

いわき出張所
　いわき市好間町下好間字鬼越 18
☎０２４６- ３６- ５６７１

中通り連絡事務所
　郡山市希望ケ丘 11-10
☎０２４- ９８３- ０６８６

広報

お知らせ版
2023年 4月 15日
発行 : 大熊町役場　総務課　秘書広聴係

おお
 くま

町内にある食堂をご利用の皆さんへ

１回あたり７００円の助成を行います

問大熊町役場　生活支援課　生活支援係　☎０２４０-２３-７４４４
　町は、町内にある次の食堂を利用する方に、食事１回あたり 700円の助成を１人につき期間中最大４回ま
で行います。

■対象者　　・申請時に大熊町に住民登録のある方
　　　　　　・2011（平成 23）年３月 11日に大熊町に住民登録のあった方
■対象食堂

食堂名 営業時間（ラストオーダー）

大熊食堂 平日の午前 11時～午後２時（午後１時 45分）

魚定食おしだ 月～木の午前 11時～午後２時（午後１時 45分）

和食さかい 平日の午前 11時～午後２時（午後１時 30分）、月～木の午後５時～９時（午後９時）

軽食・喫茶レインボー 午前 11時～午後６時（午後５時 30分）※不定休

■助成額等
･ 対象食堂での食事１回につき 700円
・１人につき期間中最大４回まで
■利用期間
　４月１日（土）～令和６年３月 31日（日）
■申請・利用方法
①生活支援課または各出張所で助成券の交付を申請
②交付された助成券を、対象食堂内で提示

■注意事項
・有効期限が過ぎている助成券は使用できません。
・交付申請の際、身分証による本人確認を行います。
・必ず食事前に助成券を申請・利用してください。
　食事後は利用できません。
・助成券は１人１枚ずつしか利用できません。
・助成券は助成金額を超える場合のみ使用できます。
・一度交付した助成券は再交付できません。
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　令和 5年度の新型コロナワクチン接種について、高齢の方や重症化リスクが高い方については、5～ 8月に
1回接種（令和 5年春開始接種）を受けることが可能となりました。
　その後、追加接種が可能なすべての年齢の方を対象として、9～ 12月に 1回接種（令和 5年秋開始接種）を
行います。令和 5年春開始接種の概要は次のとおりです。該当する方は接種をご検討ください。

新型コロナワクチン接種 

【令和５年春開始接種】 のお知らせ
問　大熊町役場　保健福祉課　保健衛生係　☎０２４０- ２３- ７４１９

■接種期間
　令和５年５月８日（月）～８月 31日（木）　　※これ以降は、詳細が決まり次第お知らせします。
■対象者
　初回接種（1・2回目接種）を完了し、前回接種から 3か月以上経過した方で、次のいずれかに該当する方

対象者 接種券発行 接種券発送時期

65 歳以上の方 申請不要 5月下旬に発送します。

基礎疾患を有する方その他重症化リスク
が高いと医師が認める方

申請必要
申請を受け付け次第発送します。
（12～ 64 歳の方に対し、申請書を 4月下旬
に発送します）医療施設、高齢者施設、障がい者施設に

従事する方

■基礎疾患を有する人などの範囲
18歳以上の方 18歳未満の方

１、以下の病気や状態で、通院／入院している方
〇慢性の呼吸器の病気
〇慢性の心臓病（高血圧含む）
〇慢性の腎臓病
〇慢性の肝臓病（肝硬変等）
〇インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
〇血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
〇免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
〇ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
〇免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
〇神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
〇染色体異常
〇重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
〇睡眠時無呼吸症候群
〇重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持し
ている（※）、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場
合や知的障害（療育手帳を所持している（※）場合）
※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持している方については、通院または入院
　をしていない場合も、基礎疾患のある方に該当します。

２、基準（BMI が 30以上）を満たす肥満の方
　※ BMI ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

１、以下の病気や状態で、通院／入院している方
〇慢性呼吸器疾患
〇慢性心疾患
〇慢性腎疾患
〇神経疾患・神経筋疾患
〇血液疾患
〇糖尿病・代謝性疾患
〇悪性腫瘍
〇関節リウマチ・膠原病
〇内分泌疾患
〇消化器疾患・肝疾患等
〇先天性免疫不全症候群、HIV 感染症、その他の
疾患や治療に伴う免疫抑制状態
〇その他の小児領域の疾患（高度肥満、早産児、
医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食
障害）
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　5月 8日（月）から「令和 5年春開始接種」が開始されることに伴い、「令和 4年秋開始接種」は 5月 7
日（日）で終了となります。それ以降は接種の対象者が限定されますので（65歳以上の方、基礎疾患を有
する方、医療従事者等）、令和 4年秋開始接種を希望する方はお急ぎください。

【町内接種の予約方法】コールセンターに電話で予約する

■申 込 先　　�大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター�
☎０１２０－２０５－８０８�
受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日は除く）

■会 場　　大熊町診療所（大川原字南平 1920-1）
■日 時　　毎週木曜日（４月 20日、27日）　午前９時～ 11時 30分
■対 象 者　　�初回接種（1・2回目接種）を完了した 12歳以上の方�

※ 15歳以下の方は保護者の同意と同伴が必要です。�
※小児（５歳～ 11歳）接種は町内では実施していません。

■ワクチン　　ファイザー社製オミクロン株対応 2価ワクチン（BA.4-5）

オミクロン株対応ワクチン接種 【令和４年秋開始接種】 は
令和５年５月７日（日）で終了します

問　大熊町役場　保健福祉課　保健衛生係　☎０２４０- ２３- ７４１９

　町で保有する従来型ワクチンが、令和 5年 5月末で有効期限を迎えることから、町内で行う初回接種（1・
2回目接種）は 5月 25日（木）をもって終了とします。接種をご希望の方はお急ぎください。

【町内接種の予約方法】コールセンターに電話で予約する

■申 込 先　　�大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター�
☎０１２０－２０５－８０８�
受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日は除く）

■会 場　　大熊町診療所（大川原字南平 1920-1）
■日 時　　毎週木曜日（4月 20日、27日、5月 11日、18日、25日）
　　　　　　　午前９時～ 11時 30分
■対 象 者　　�12 歳以上の方�

※ 15歳以下の方は保護者の同意と同伴が必要です。�
※小児（５歳～ 11歳）接種は町内では実施していません。

■ワクチン　　�ファイザー社製従来型 1価ワクチン�
※ 1回目接種後、3週間空けて 2回目接種となりますので、早めに計画してください。

町内で行う新型コロナワクチン初回接種（１・２回目接種）は
令和５年５月 25 日（木）で終了します

問　大熊町役場　保健福祉課　保健衛生係　☎０２４０- ２３- ７４１９
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問福島地方環境事務所　浜通り南支所（廃棄物担当）
☎０２４０- ２５- ８９９３　受付時間：午前９時～午後 5時（土日祝日除く）

便槽・浄化槽の汲み取り 環境省は、特定復興再生拠点区域内の自宅等に設置された便槽・浄化槽の汲
く

み取りを、震災後１回に限り行います。希望される方は、問い合わせ先にご連
絡ください。

町内に残した車両の処分 　環境省は、特定復興再生拠点区域内の自宅や公共施設等の駐車場に残されて
いる自家用車等の処分を行います。処分を希望される方は、問い合わせ先にご
連絡ください。

■対象車両　次の１～２に該当する車両が対象です。
①対象範囲　�特定復興再生拠点区域とその周囲、特定の道路の周囲に保管されている車両
②対象車両　東日本大震災と長期避難に伴い廃車された普通自動車、軽自動車、バイク、農機等

灯油等の回収 環境省は、特定復興再生拠点区域内の自宅等にある廃油等の回収を行います。
回収を希望される方はお問い合わせください。

■対象品目　廃油（灯油、軽油、重油、エンジンオイル、ガソリン）
問東京電力　福島復興本社　大熊町・田村市グループ　☎０８０- ６８４２- ２３４９
　受付時間：�午前８時 30分～午後４時 30分（土日祝日除く）

片付けごみの個別回収 環境省は、特定復興再生拠点区域内の自宅等から片付けで搬出された廃棄物
の回収・運搬を行います。希望される方はお申し込みください。

■対象範囲　自宅等から片付け等で搬出された廃棄物
　　　　　　（事業系廃棄物は除く）
■対象品目　�可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電、特定

品目、農林系廃棄物、屋外残置物、保管車両等

■申し込み先
　大熊町片付けごみサポートセンター
　☎０１２０- ５０- ８８３２
　受付時間：午前９時～午後�5�時
　　　　　　（土日祝日除く）

被災家屋の解体申請 環境省は、特定復興再生拠点区域の家屋等の解体を行います。解体を希望さ
れる方は申請をお願いします。環境省の解体には、解体申請書の提出が必要です。

■対象家屋　次の①～③に該当する家屋が対象です。
①対象範囲　　�特定復興再生拠点区域とその周囲、特定の道

路の周囲に位置する家屋等
②対象家屋等　�東日本大震災と長期避難に伴い荒廃した住

家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、�
中小企業所有の事務所・店舗等

　※�解体の意向がある場合は、解体前に除染しないでくださ
い。環境省が除染した建物は解体の対象外です。

③り災証明　　町発行の「り災証明書」で判定が「半壊」以上
■申請窓口（環境省業務委託業者）
　高島テクノロジー　☎０１２０- ７００- ９０８
　住所：いわき市好間町上好間山下 6-1
　受付時間：午前8時 30分～午後5時 15分（土日祝日除く）

■注意点
○東京電力の賠償手続きが完了していない建物
の解体を希望する場合は、事前に東京電力に
相談されることをお薦めします。

○申請者以外に家屋等の権利者が存在する場合
は、その権利者の同意書も必要です。

○申請に必要な書類をそろえるのに時間がかか
る場合があります。解体の意向がある方は、
早めに解体申請受付窓口にご相談ください。

○申請は受付後に取り消すことができます。
○申請期限が近づいているため、解体を悩んで
いる方は、期限内に申請されておくことをお
薦めします。

環境省から

特定復興再生拠点区域の解体申請、回収等の受付期限は６月 30 日まで
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町内への定住促進や戸建賃貸住宅不足解消に向けた
補助事業を始めます

問大熊町役場　生活支援課　移住定住支援係

　自ら町内に定住するための住宅取得・修繕費用や家賃、戸建住宅を賃貸するための修繕費用に対する補助事
業を開始します。主な補助要件は次のとおりです。詳細は町公式ホームページに掲載していますので、補助制
度をご利用される際は必ず事前にご覧ください。

�■問い合わせ先：�大熊町役場　住宅関連補助受付窓口�
☎０１２０－９８５－５３３　�

受付時間：午前８時 30分～午後５時 15分（土日祝日は除く）

住宅取得等支援事業（町内に定住する方へ住宅取得・修繕費用を助成します）

■目 的　・帰還や移住による町内への定住促進
■対 象 者　�・町内に自ら居住する対象住宅を取得する帰還者または移住者�

・�５年以上継続して対象住宅を所有し現に居住する方
■対象住宅　�・取得等の契約締結日が平成31年４月10日以降の住宅
■対象経費　・取得等に要する費用（住宅以外の部分は対象外）
■補 助 額　�・新築住宅取得 : 取得額の 50%（上限 500万円）�

・中古住宅取得 : 取得額の 50%（上限 200万円）�
・中古住宅修繕 : 修繕額の 50%（上限 300万円、移住者は 250万円）

家賃支援事業（町内に定住する方へ賃貸住宅の家賃費用を助成します）

■目 的　�・帰還や移住による町内への定住促進�
・いずれ訪れる借上住宅終了を見据えた支援

■対 象 者　�・対象住宅に入居する帰還者または移住者のうち、町内に５年以上定住することが誓約できる方�
・就業または起業する方（移住者のみ）

■対象住宅　�・不動産流通4団体に加盟する不動産管理者が所有または管理する町内の民間賃貸住宅�
・建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己居住用に供する住宅�
　（町営住宅、貸与を受けた住宅、申請者以外が契約した住宅などは対象外）

■対象経費　・家賃（管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費を除く）
■補 助 額　・�対象経費の 50％（上限月４万円）最大 36月分

戸建賃貸住宅修繕等支援事業（戸建住宅を所有する方へ賃貸するための修繕費用を助成します）

■目 的　・引き続き生じている戸建住宅不足の早期解決
■対 象 者　・町内に戸建住宅を所有し賃貸を行う方
■対象住宅　・東日本大震災以前に建築された住宅
■対象経費　・修繕費用、残置物処分費用
■補 助 額　・対象経費の 50％（上限 300万円）

町公式サイト
「定住促進補助」
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　原発事故の警戒区域等に居住されていた方を対象とした高速道路無料措置が、令和６年３月 31日まで延長さ
れました。現在お持ちのふるさと帰還通行カード（桃色）は、令和５年 11月１日（水）以降利用できなくなる
ため、カードの更新手続きが必要です。
　現在カードをお持ちの方には、4月中旬よりカードの更新に必要な申込書が簡易書留で順次発送されます。
　詳しくは、次のコールセンターまでお問い合わせください。

■問い合わせ先：大熊町ふるさと帰還通行カードコールセンター

　　　　　　　TEL　０１２０－４４４－８５０
申請受付開始時期：令和 5年 4月 17日（月）～
申 込 受 付 住 所：〒 970-8790　日本郵便株式会社　いわき郵便局私書箱 51号
（郵送先）　　　　　大熊町ふるさと帰還通行カード受付事務局
　　　　　　　　　受付時間：午前 9時～午後 5時（月～金）

ふるさと帰還通行カードの更新手続きについて

中間指針第五次追補を踏まえた追加の賠償基準に係る
具体的な取り扱いが公表されました

　東京電力は、令和 5年 3月 27日に中間指針第五次追補を踏まえた追加の賠償基準に係る具体的な
取り扱い等を公表しました。それに伴い、4月 10日から「ウェブでの請求」の受付が開始されました。
　「紙の請求書」による手続きなどの詳細は、次の問い合わせ先にご連絡ください。

■問い合わせ先：福島原子力補償相談室コールセンター

　　　　　TEL　０１２０－９２６－４７０
　　　　　　　受付時間：午前 9時～午後 7時（月～金〔除く休祝日〕）
　　　　　　　　　　　　午前 9時～午後 5時（土・日・休祝日）

東京電力
「追加賠償」専用ページ


